
政
令
第
二
百
五
十
一
号

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第

三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
第
三
十
八
条
第
五
項
等
の
規
定
に
よ
る
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
一
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
高

年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
五
項
（
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

労
働
者
派
遣
事
業
を
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
第
三
十
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
（
高
年

齢
者
等
雇
用
安
定
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
派
遣
元
事
業
主
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
元
事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
み
な
し
て



、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一

項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

整
備
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
派
遣
先
（
労
働
者
派

遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

整
備
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
及
び
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
建

設
労
働
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
送
出
事
業
主
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
送
出

事
業
主
」
と
い
う
。
）
が
行
う
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
（
建
設
労
働
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
建
設
業

務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
は
、
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確

保
契
約
（
建
設
労
働
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
契
約
を
い
う
。
）
を
労
働
者
派
遣
契
約

（
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
契
約
を
い
う
。
）
と
、
受
入
事
業
主
（
建
設
労
働
法
第
四



十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
受
入
事
業
主
を
い
う
。
第
三
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
派
遣
先
と
、
建
設
業

務
労
働
者
の
就
業
機
会
確
保
（
建
設
労
働
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
建
設
業
務
労
働
者
の
就
業
機
会
確
保
を
い
う
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
労
働
者
派
遣
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
を
い
う
。
次
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
、
送
出
事
業
主
を
派
遣
元
事
業
主
と
、
送
出
労
働
者
（
建
設
労
働
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る

送
出
労
働
者
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派

遣
労
働
者
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
み
な
し
て
、
整
備
法
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
を
適
用
す

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
法
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
整
備
法
附
則
第
二
十
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
建
設
労
働
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新
建
設
労
働
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
の
表
中

第
二
十
六
条
第
七
項

第
一
項

建
設
労
働
法
第
四
十
三
条

と
あ
る
の
は

第
二
十
六
条
第
七
項

第
一
項

建
設
労
働
法
第
四
十
三
条



第
二
十
六
条
第
十
項

第
七
項

第
七
項
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
（
働
き

方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十

年
政
令
第

号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
働
き
方
改
革
を

と
、
同
表
第

推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一

号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
附
則
第
七

条
第
一
項
前
段

第
二
十
八
条
及
び
第
三
十

又
は
第
四
節
の
規
定
に
よ
り

、
第
四
節
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法

一
条

適
用
さ
れ
る
法
律

律
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附
則
第
七

条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）



四
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
、
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。

）
又
は
」
と
、
同
表
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
働
き
方
改
革
推
進
法
附
則
第
七
条

第
一
項
前
段
」
と
、
同
表
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
項
及
び
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
規
定
を
除
く

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
を
除
く
。
）
、
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附
則
第
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）
」
と
す

る
。

３

整
備
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
前
段
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
受
入
事
業
主

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
条

送
出
事
業
主
が
行
う
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
に
関
し
て
は
、
送
出
事
業
主
を
派
遣
元
事
業
主
と
、
建

設
業
務
労
働
者
の
就
業
機
会
確
保
を
労
働
者
派
遣
と
、
送
出
労
働
者
を
派
遣
労
働
者
と
、
協
定
対
象
送
出
労
働
者
（
新
建
設

労
働
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
整
備
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
法
第
三

十
条
の
五
に
規
定
す
る
協
定
対
象
送
出
労
働
者
を
い
う
。
）
を
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
（
整
備
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
五
に
規
定
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
）
と
、
受
入
事
業
主
を
派
遣
先
と
み



な
し
て
、
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
建
設
労
働
法
第
四
十
四
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
中

第
三
十
四
条
第
三
項

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三
号

と
あ
る
の
は

号
又
は
第
四
号

第
三
十
四
条
第
三
項

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三
号

号
又
は
第
四
号

第
三
十
五
条
第
二
項

前
項

前
項
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
（
働
き
方

改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年

政
令
第

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

と
、



定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
働
き
方
改
革
を
推

進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
附
則
第
八
条

第
一
項
前
段

同
項
第
二
号

前
項
第
二
号

第
三
十
六
条

第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号

建
設
労
働
法
第
三
十
二
条
第
一
号
か
ら
第

と
あ
る
の
は

ま
で

四
号
ま
で

第
三
十
六
条

第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号

建
設
労
働
法
第
三
十
二
条
第
一
号
か
ら
第

ま
で

四
号
ま
で

と
、

第
三
十
六
条
第
一
号

次
条

次
条
並
び
に
働
き
方
改
革
推
進
法
附
則
第

八
条
第
一
項
前
段



第
四
十
一
条
第
一
号
イ

法
律
の
規
定

法
律
の
規
定
並
び
に
建
設
労
働
法
（
第
六

章
（
第
四
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に

と
あ
る
の
は

限
る
。
）
の
規
定

第
四
十
一
条
第
一
号
イ

法
律
の
規
定

法
律
の
規
定
並
び
に
建
設
労
働
法
（
第
六

章
（
第
四
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に

限
る
。
）
の
規
定

と
、

第
四
十
一
条
第
一
号
ハ

第
三
十
五
条

第
三
十
五
条
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
附

則
第
八
条
第
一
項
前
段

第
四
十
八
条
第
一
項

の
施
行

又
は
建
設
労
働
法
（
第
六
章
（
第
四
十
四

条
及
び
第
四
十
五
条
を
除
く
。
）
の
規
定

と
あ
る
の
は

に
限
る
。
）
の
施
行



第
四
十
八
条
第
一
項

の
施
行

、
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附
則
第
八
条
第

一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）
又
は
建
設

労
働
法
（
第
六
章
（
第
四
十
四
条
及
び
第

四
十
五
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
限
る
。

と
、
同
条
第

）
の
施
行

第
四
十
九
条
第
一
項

除
く
。
）

除
く
。
）
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附

則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。

）

四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
項
及
び
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
規
定

を
除
く
。
）
、
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）
」
と
、
同
表
中

第
六
十
一
条
第
三
号

第
三
十
五
条
の
三
、
第
三
十

第
三
十
六
条

と
あ
る
の
は

六
条



第
六
十
一
条
第
三
号

第
三
十
五
条
の
三
、
第
三
十

第
三
十
六
条

六
条

と
す
る
。

第
六
十
一
条
第
四
号

第
三
十
五
条

第
三
十
五
条
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
附

則
第
八
条
第
一
項
前
段

３

整
備
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
前
段
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
業
務
労

働
者
の
就
業
機
会
確
保
を
す
る
送
出
事
業
主
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
港
湾
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
派
遣
元
事
業
主
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
港
湾
派
遣
元
事
業
主
」
と
い
う
。
）
が
行
う
港
湾
労
働
者
派
遣
事
業
（
同
法
第
二
条
第
五
号

に
規
定
す
る
港
湾
労
働
者
派
遣
事
業
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
は
、
港
湾
派
遣
元
事
業
主
を
派

遣
元
事
業
主
と
み
な
し
て
、
整
備
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
限
る
。

）
」
と
、
新
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
じ
。
）
又
は
働
き
方
改
革
を
推
進
す



る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
限
る
。
）
」
と
、
新
労
働
者
派
遣
法
第
四
十

九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
働
き
方
改
革
を
推
進
す

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
七
条
第
一
項
」
と
、
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
こ

の
法
律
又
は
こ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
若
し
く
は
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
」
と
、
労
働
者
派
遣
法
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
中

「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又
は
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
附
則

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
限
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
整
備
法
附
則
第
二
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
労
働
法
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
新
港
湾
労
働
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
第
四
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
限
る
。
）
又
は
」
と
、
同
表
第
四
十
九
条
の
二
第

一
項
の
項
中
「
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
四
十
条
の
二

第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第



七
条
第
一
項
」
と
、
同
表
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
項
及
び
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
規
定
を
除
く

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
を
除
く
。
）
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

３

整
備
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
派
遣
先
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
条

港
湾
派
遣
元
事
業
主
が
行
う
港
湾
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
し
て
は
、
港
湾
派
遣
元
事
業
主
を
派
遣
元
事
業
主
と
み
な

し
て
、
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
新
港
湾
労
働
法
第
二
十
三
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
中

第
三
十
四
条
第
三
項

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三
号

と
あ
る
の
は

号
又
は
第
四
号

第
三
十
四
条
第
三
項

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第
三
号



号
又
は
第
四
号

第
三
十
五
条
第
二
項

前
項

前
項
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
（
働
き
方

改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年

政
令
第

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規

と
、

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
働
き
方
改
革
を
推

進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
附
則
第
八
条

第
一
項
前
段

同
項
第
二
号

前
項
第
二
号



第
三
十
六
条

第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号

港
湾
労
働
法
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
四

と
あ
る
の
は

ま
で

号
ま
で

第
三
十
六
条

第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号

港
湾
労
働
法
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
四

ま
で

号
ま
で

と
、

第
三
十
六
条
第
一
号

次
条

次
条
並
び
に
働
き
方
改
革
推
進
法
附
則
第

八
条
第
一
項
前
段

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第

こ
の
法
律

こ
の
法
律
（
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
規

五
号
及
び
第
四
十
一
条
第

定
を
除
く
。
）
、
港
湾
労
働
法
（
第
四
章

と
あ
る
の
は

一
号
イ

（
第
二
十
三
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
限

る
。
）

第
四
十
条
の
六
第
一
項
第

こ
の
法
律

こ
の
法
律
（
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
規



五
号
及
び
第
四
十
一
条
第

定
を
除
く
。
）
、
港
湾
労
働
法
（
第
四
章

一
号
イ

（
第
二
十
三
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
限

と
、
同
表
第

る
。
）

第
四
十
一
条
第
一
号
ハ

第
三
十
五
条

第
三
十
五
条
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
附

則
第
八
条
第
一
項
前
段

四
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
、
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。

）
又
は
」
と
、
同
表
第
四
十
九
条
第
一
項
の
項
中
「
関
す
る
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
す
る
規
定
を
除
く
。
）

又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
（
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）
」
と
、
同
表
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
項
及

び
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
規
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
を
除
く
。
）
、
働
き
方
改
革
推

進
法
（
附
則
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
限
る
。
）
」
と
、
同
表
中

第
六
十
一
条
第
三
号

第
三
十
五
条
の
三
、
第
三
十

第
三
十
六
条

と
あ
る
の
は

六
条



第
六
十
一
条
第
三
号

第
三
十
五
条
の
三
、
第
三
十

第
三
十
六
条

六
条

と
す
る
。

第
六
十
一
条
第
四
号

第
三
十
五
条

第
三
十
五
条
又
は
働
き
方
改
革
推
進
法
附

則
第
八
条
第
一
項
前
段

３

整
備
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
前
段
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
港
湾
派
遣
元

事
業
主
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
条
第
三
項
、
第

三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
三
項
並
び
に
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


